
 

子宮頸がん予防ワクチン 

接種間隔（ワクチン：９価（シルガード９） 

①９歳以上の女性に合計３回接種する場合 
 

 

＜標準的な接種間隔＞ 
 

 

 

 

 

 

 

＜標準的な接種間隔がとれない場合＞ 

 

 

 

 

②９歳以上１５歳未満の女性に合計２回接種する場合 
※②の場合は、第１回目の接種時に１２歳となる日の属する年度の初日から１５歳に至

るまでの間にある者に対して行う場合に限る。 

＜標準的な接種間隔＞ 

 

 

 

 

 

＜標準的な接種間隔がとれない場合＞ 

 

 

 

 

※１回目と２回目の接種は少なくとも５か月以上あける。５か月未満である場合、３回目

の接種が必要になる。 

 

令和８年４月３０日更新 

参考：予防接種ガイドライン２０２６年度版 

１回目 ２回目 ３回目 ２か月以上 

１回目 ２回目 ３回目 １か月以上 ３か月以上 

かつ、６か月以上 

１回目 ２回目 ６か月以上 

１回目 ２回目 少なくとも５か月以上 



 

③２価及び 4 価ワクチンを 1 回または 2 回接種している場合 

2 価及び 4 価ワクチンで接種を開始した者の接種間隔は、9 価の接種方法に

合わせて実施する。（1 回目と 2 回目の間隔を 1 か月以上、2 回目と 3 回目の

間隔を 3 か月以上あけて接種する。） 

 

＜１回目に２価または４価を接種している場合＞ 

 

 

 

 

※標準的な接種間隔がとれない場合 

 

 

 

 

 

＜１回目及び２回目に２価または４価を接種している場合＞ 

 

 

 

 

 

※標準的な接種間隔がとれない場合 

 

２か月以上 
２回目 

９価 

かつ、６か月以上 

１か月以上 ３か月以上 
１回目 

２価または４価 

２回目 

【９価】 

２回目接種済 

２価または４価 

かつ、６か月以上 

３回目 

９価 

１回目 

２価または４価 
３か月以上 

３回目 

９価 

３回目 

９価 

３回目 

【９価】 

１回目 

２価または４価 

１回目 

２価または４価 

２回目接種済 

２価または４価 


